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(57)【要約】
【課題】試料中の成分の免疫学的測定法に於ける、自動
分析装置の構造上の何らかの要因により試薬中の蛋白成
分が変性して生じる非特異的濁りに起因する測定誤差を
排除し、目的物質のみを迅速かつ高精度に定量し得る免
疫学的測定法及び試液の提供。
【解決手段】アミノホスホン酸化合物の存在下に、試料
中の成分を免疫学的測定法により測定する方法及びそれ
に用いられる免疫学的測定用試液。該化合物を含んでな
る非特異的濁り抑制剤及び非特異的濁り抑制方法。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】アミノホスホン酸化合物の存在下に、試料
中の成分を免疫学的測定法により測定する方法。
【請求項２】免疫学的測定法が、抗原抗体反応に起因す
る濁度の変化又は散乱光強度の変化に基づいて行うもの
である、請求項１記載の方法。
【請求項３】アミノホスホン酸化合物が分子中にアミノ*

2
*基及び/又は置換アミノ基を有するものである、請求項
１記載の方法。
【請求項４】置換アミノ基が、アミノ基にホスホリルア
ルキル基が置換したものである、請求項３記載の方法。
【請求項５】アミノホスホン酸化合物が一般式 [1]
【化１】

（式中、Ｙは－Ｘ
2
ＰＯ

3
Ｈ
2
又は

【化２】

を示し、Ｘ
1
は水素原子又は－Ｘ

2
ＰＯ

3
Ｈ
2
を示し、Ｘ

2

及びＸ
3
は夫々独立して炭素数１～６の低級アルキレン

基を示す。）で表される化合物又はその塩である、請求
項１記載の方法。
【請求項６】アミノホスホン酸化合物を含んでなる、免*

*疫学的測定法に於ける非特異的濁り抑制剤。
【請求項７】免疫学的測定法が、抗原抗体反応に起因す
る濁度の変化又は散乱光強度の変化に基づいて行うもの
である、請求項６記載の抑制剤。
【請求項８】アミノホスホン酸化合物が分子中に、アミ
ノ基及び/又は置換アミノ基を有するものである、請求
項６記載の抑制剤。
【請求項９】置換アミノ基が、アミノ基にホスホリルア
ルキル基が置換したものである、請求項８記載の抑制
剤。
【請求項１０】アミノホスホン酸化合物が一般式 [1]
【化３】

（式中、Ｙは－Ｘ
2
ＰＯ

3
Ｈ
2
又は

【化４】

を示し、Ｘ
1
は水素原子又は－Ｘ

2
ＰＯ

3
Ｈ
2
を示し、Ｘ

2

及びＸ
3
は夫々独立して炭素数１～６の低級アルキレン

基を示す。）で表される化合物又はその塩である、請求
項６記載の抑制剤。
【請求項１１】アミノホスホン酸化合物を用いることか
らなる、免疫学的測定による試料中の成分の測定におけ

る非特異的濁り抑制方法。
【請求項１２】免疫学的測定法が、抗原抗体反応に起因
する濁度の変化又は散乱光強度の変化に基づいて行うも
のである、請求項１１記載の抑制方法。
【請求項１３】アミノホスホン酸化合物が分子中にアミ
ノ基及び/又は置換アミノ基を有するものである、請求
項１１記載の抑制方法。
【請求項１４】置換アミノ基が、アミノ基にホスホリル
アルキル基が置換されたものである、請求項１３記載の
抑制方法。
【請求項１５】アミノホスホン酸化合物が一般式 [1]
【化５】

（式中、Ｙは－Ｘ
2
ＰＯ

3
Ｈ
2
又は

【化６】
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を示し、Ｘ

1
は水素原子又は－Ｘ

2
ＰＯ

3
Ｈ
2
を示し、Ｘ

2

及びＸ
3
は夫々独立して炭素数１～６の低級アルキレン

基を示す。）で表される化合物又はその塩である、請求
項１１記載の抑制方法。
【請求項１６】アミノホスホン酸化合物が添加されてい
ることを特徴とする、免疫学的測定用試液。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】本発明は、例えば血清、血漿等の
生体試料中の微量成分を自動分析装置を用いて測定する
免疫学的測定法に於ける改良技術に関する。詳しくは、
自動分析装置の構造上の何らかの要因により試薬中の蛋
白成分が変性して生じる非特異的な濁りに起因する測定
誤差を排除し、目的物質のみを迅速且つ高精度に定量し
得る免疫学的測定法に関する。
【０００２】
【発明の背景】近年、多数検体、多項目同時分析が可能
な自動分析装置が普及し、抗原抗体反応に起因する濁度
の変化を測定することにより目的成分の測定を行なう所
謂免疫比濁法(ＴＩＡ)や、抗原抗体反応に起因する散乱
光強度の変化を測定することにより目的成分の測定を行
なう所謂免疫比ろう法(ＮＩＡ)等の免疫学的測定法によ
る生体試料中の微量成分の測定を自動分析装置へ適用す
ることが試みられている。
【０００３】しかしながら、免疫学的測定法に於いて
は、自動分析装置を用いて連続的に測定を行なうと、自
動分析装置の構造上の何らかの要因により測定用試液中
の蛋白成分が変性して非特異的な濁りが生じ、その結果
測定誤差が生じて測定対象の微量成分を高精度に測定す
ることが妨げられるという問題点があり、このような問
題点を回避し得る方法の開発が望まれている状況にあ
る。
【０００４】
【発明の目的】本発明は、上記した如き状況に鑑み成さ
れたもので、自動分析装置を用いて測定を行なう生体試
料中の微量成分の免疫学的測定法に於ける、測定用試液
中の蛋白成分が自動分析装置の構造上の何らかの要因に
より変性して生じる、抗原抗体反応に起因しない非特異
的濁りを抑制或いは低減することにより、測定対象の微
量成分を高精度に再現性よく、迅速且つ簡便に測定でき
る方法及び試液を提供することをその目的とする。
【０００５】
【発明の構成】本発明は、アミノホスホン酸化合物の存
在下に、試料中の成分を免疫学的測定法により測定する
方法の発明である。また、本発明はアミノホスホン酸化
合物を含んでなる、免疫学的測定法に於ける非特異的濁
り抑制剤の発明である。更に、本発明はアミノホスホン
酸化合物を用いることからなる、免疫学的測定による試
料中の成分の測定における非特異的濁り抑制方法の発明
である。更にまた、本発明はアミノホスホン酸化合物が
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添加されていることを特徴とする、免疫学的測定用試液
の発明である。
【０００６】即ち、本発明者らは、免疫学的測定法によ
る測定を自動分析装置を用いて連続的に実施する際に生
じる現象、即ち、測定用試液中の蛋白成分(例えば、抗
体、アルブミン等)が、自動分析装置の試液分注系の構
造上の問題(おそらく切替弁内に於ける何らかの要因)に
より変性されて非特異的濁りを生じ、それに起因して測
定誤差が生じるという現象を抑制或いは回避して、測定
対象の微量成分を高精度に測定し得る方法を見い出すべ
く鋭意研究を重ねた結果、免疫学的測定をアミノホスホ
ン酸化合物の存在下に行うことにより、所期の目的が達
せられることを見出し、本発明を完成するに至った。
【０００７】本発明に係るアミノホスホン酸化合物とし
ては、分子中にホスホン酸基を少なくとも１つ有するア
ミノ化合物が挙げられる。また、該アミノホスホン酸化
合物は、例えば分子中にアミノ基及び／又は置換アミノ
基を有していても良い。分子中のホスホン酸基、アミノ
基又は置換アミノ基の数は夫々１～４が好ましい。置換
アミノ基の置換基としては、例えばホスホリルアルキル
基、置換基を有していてもよいアルキル基、アルケニル
基、アリール基、アラルキル基等が挙げられる。
【０００８】ホスホリルアルキル基及び置換基を有して
いてもよいアルキル基のアルキル基としては、直鎖状、
分枝状又は環状でもよく、通常炭素数１～６のものが挙
げられ、具体的には、例えばメチル基、エチル基、n-プ
ロピル基、イソプロピル基、シクロプロピル基、n-ブチ
ル基、イソブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、n
-ペンチル基、イソペンチル基、tert-ペンチル基、1-メ
チルペンチル基、シクロペンチル基、n-ヘキシル基、イ
ソヘキシル基、シクロヘキシル基等が挙げられる。
【０００９】置換基を有していてもよいアルキル基の置
換基としては、例えばフッ素，塩素，ヨウ素，ホウ素，
臭素等のハロゲン原子、炭素数１～６のメトキシ基，エ
トキシ基，n-プロポキシ基，イソプロポキシ基，n-ブト
キシ基，イソブトキシ基，tert-ブトキシ基，sec-ブト
キシ基，n-ペンチルオキシ基，イソペンチルオキシ基，
n-ヘキシルオキシ基，イソヘキシルオキシ基等のアルコ
キシ基（直鎖状又は分枝状の何れにても良い。）等が挙
げられる。
【００１０】アルケニル基としては、通常炭素数１～６
のものが挙げられ、具体的には、例えばビニル基、アリ
ル基、1-プロペニル基、イソプロペニル基、3-ブテニル
基、2-ブテニル基、1-ブテニル基、1,3-ブタジエニル
基、4-ペンテニル基、3-ペンテニル基、2-ペンテニル
基、1-ペンテニル基、1,3-ペンタジエニル基、2,4-ペン
タジエニル基、1,1-ジメチル-2-プロペニル基、1-エチ
ル-2-プロペニル基、1,2-ジメチル-1-プロペニル基、1-
メチル-1-ブテニル基、5-ヘキセニル基、4-ヘキセニル
基、2-ヘキセニル基、1-ヘキセニル基、1-シクロプロペ
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ニル基、2-シクロプロペニル基、2.4-シクロペンタンジ
エニル基、2-シクロヘキセニル基、1-シクロヘキセニル
基、2-シクロヘキセニル基、3-シクロヘキセニル基等が
挙げられる。
【００１１】アリール基としては、通常炭素数６～１４
のものが挙げられ、具体的には、例えばフェニル基、o-
トリル基、m-トリル基、p-トリル基、2,3-キシリル基、
2,4-キシリル基、2,5-キシリル基、2,6-キシリル基、3,
5-キシリル基、ナフチル基、アントリル基等が挙げられ
る。
【００１２】アラルキル基としては、通常炭素数７～１
２のものが挙げられ、具体的には、ベンジル基、フェネ*

6
*チル基、フェニルプロピル基、フェニルブチル基、フェ
ニルヘキシル基、メチルベンジル基、メチルフェネチル
基、エチルベンジル基等が挙げられる。
【００１３】また、上記アミノホスホン酸類は、例えば
ナトリウム，カリウム等のアルカリ金属、カルシウム，
マグネシウム等のアルカリ土類金属、その他の金属等と
塩を形成していても良い。
【００１４】これらのアミノホスホン酸類の中でも、例
えば下記一般式［１］
【００１５】
【化７】

（式中、Ｙは－Ｘ
2
ＰＯ

3
Ｈ
2
又は

【化８】

を示し、Ｘ
1
は水素原子又は－Ｘ

2
ＰＯ

3
Ｈ
2
を示し、Ｘ

2

及びＸ
3
は低級アルキレン基を示す）で表される化合物

が好ましい。
【００１６】一般式［１］に於いて、Ｘ

2
及びＸ

3
で示さ

れる低級アルキレン基は同じであっても異なっていても
良く、直鎖状でも分枝状でも或いは環状でもよく、通常
炭素数１～６のものが挙げられ、具体的には、例えばメ
チレン基、エチレン基、メチルメチレン基、メチルエチ
レン基、エチルメチレン基、トリメチレン基、プロピレ
ン基、テトラメチレン基、ブチレン基、2-メチルプロピ
レン基、ペンタメチレン基、ペンチレン基、2,2-ジメチ
ルプロピレン基、2-エチルプロピレン基、ヘキサメチレ
ン基、ヘキシレン基等が挙げられる。
【００１７】上記一般式［Ｉ］で示されるアミノホスホ
ン酸化合物の中でも、例えばエチレンジアミンテトラキ
スメチレンホスホン酸(ＥＤＴＰＯ)、エチレンジアミン
ビスメチレンホスホン酸・１／２水(ＥＤＤＰＯ)、ニト
リロトリスメチレンホスホン酸三ナトリウム塩(ＮＴＰ
Ｏ)等が、自動分析装置の構造上の何らかの要因により
蛋白成分が変性して生じる非特異的な濁りの測定値への
影響を回避する効果が特に大きいという点で特に好まし
い。尚、これらのアミノホスホン酸化合物は単独で用い
ても、適宜２種以上組み合わせて用いても良いことは言
うまでもない。
【００１８】本発明に係る免疫学的測定法としては、例
えば抗原抗体反応を利用した免疫学的測定法を行う場
合、特に自動分析装置を用いて抗原抗体反応に起因する

濁度の変化又は散乱光強度の変化に基づいて測定を行う
場合であれば、何れの方法も挙げられる。実際には、免
疫学的測定法による測定をアミノホスホン酸化合物の存
在下に行う以外は、自体公知の免疫学的測定法の測定条
件(例えば反応時間、測定波長等)や、測定操作法に準じ
て実施すればよい。また、測定時に使用するその他の試
薬や自動分析装置等も通常この分野で使用されているも
のが何れも使用し得る。
【００１９】本発明に係る免疫学的測定法をアミノホス
ホン酸化合物の存在下に行う方法としては、アミノホス
ホン酸化合物を、該測定試液中に添加、溶解する方法が
最も簡便であるが、最終的に反応時に共存させることが
できればこの方法に限定されるものではない。
【００２０】本発明に係る非特異的濁り抑制剤として
は、本発明に係るアミノホスホン酸化合物を主成分とし
て含有しており、抗原抗体反応等の、免疫学的測定方法
による測定を阻害するような成分を含んでいなければ特
に限定されない。
【００２１】本発明に係る非特異的濁り抑制方法として
は、本発明に係るアミノホスホン酸化合物を免疫学的測
定試液中に添加、溶解する方法が最も簡便であるが、最
終的に反応時に該化合物を共存させることのできる方法
であればこの方法に限定されるものではない。
【００２２】本発明で用いられる免疫学的測定用試液に
おいて、本発明に係るアミノホスホン酸化合物の濃度と
しては、使用する化合物の種類により若干変動するが、
該測定試液中の濃度として通常０.０１～１００ｍＭ、
好ましくは０.１～１０ｍＭの範囲となるように適宜選
択される。
【００２３】本発明で用いられる免疫学的測定用試液に
は、例えばトリス緩衝剤、リン酸緩衝剤、ベロナール緩
衝剤、ホウ酸緩衝剤、グッド緩衝剤等通常免疫学的測定
法に於いて用いられている緩衝剤が添加されていてもよ
く、また、該試液の測定反応時のｐＨとしては抗原抗体
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反応を抑制しない範囲であれば特に限定されないが、通
常６～１０、好ましくは７～９の範囲から適宜選択され
る。
【００２４】尚、本発明で用いられる免疫学的測定用試
液には、通常この分野で用いられる界面活性剤が通常こ
の分野で用いられる濃度範囲で共存していてもよい。こ
のような界面活性剤共存下であっても、本発明の方法に
よれば、測定用試液中の蛋白成分が自動分析装置の構造
上の何らかの要因により変性されるのを(非特異的濁り
を生じさせるのを)、抑制或いは低減することができ
る。
【００２５】また、本発明で用いられる免疫学的測定用
試液中には、反応促進剤(凝集反応促進剤)(例えばポリ
エチレングリコール、ポリビニルアルコール等)が通常
この分野で用いられる濃度範囲で共存していてもよく、
これら反応促進剤共存下であっても本発明の方法によれ
ば、測定用試液中の蛋白成分が、自動分析装置の構造上
の何らかの要因により変性されて非特異的濁りとなるこ
とを、抑制或いは低減することができる。
【００２６】本発明の測定方法により測定可能な生体試
料中の微量成分としては、通常の免疫学的測定法で測定
可能なものであれば何れにてもよく特に限定されない
が、例えばＣ反応性蛋白質(ＣＲＰ)、免疫グロブリンＧ
(ＩｇＧ)、免疫グロブリンＡ(ＩｇＡ)、免疫グロブリン
Ｍ(ＩｇＭ)、ＡＳＯ(抗ストレプトリジンＯ)、アルブミ
ン、尿中微量アルブミン、補体Ｃ3、補体Ｃ4、ＲＦ、リ
ポ蛋白、トランスフェリン、ハプトグロブリン、α－フ
ェトプロテイン(ＡＦＰ)等が挙げられる。
【００２７】本発明の免疫学的測定用試液は、上記した
如き本発明の測定法を実施するために用いられるもので
あり、その構成要素の好ましい態様、具体例は上で述べ
た通りである。以下に実施例を挙げて、本発明を更に詳
細に述べるが、本発明はこれら実施例により何ら制約を
受けるものではない。
【００２８】
【実施例】実施例１．アミノホスホン酸化合物の効果の
確認
(1)被検試料及び検量線作成用試料
被検試料としてプール血清（CRP濃度：2mg/dl）を用い
た。また、生理食塩液（0.85w/v％ NaCl、CRP濃度：0mg
/dl）及びＣＲＰキャリブレーター（CRP表示値5.0mg/d
l、和光純薬工業（株）製）を、CRP濃度が0及び5.0mg/d
lの２点検量線作成用試料として用いた。
(2)測定用試液
①第１試液
2.5w/v％ポリエチレングリコール6,000、0.1w/v％ Na
N
3
、及び1.0w/v％ NaClを含む50mM HEPPSO-NaOH緩衝液

(pH8.2)を第１試液とした。
【００２９】②第２試液
抗ヒトCRP抗血清(ヤキ゛，和光純薬工業(株)製)3.0mgAb/ml、

8
0.85w/v％ NaCl、0.3w/v％ NaN

3
及び、アミノホスホン

酸化合物としてＥＤＴＰＯ、ＥＤＤＰＯ及びＮＴＰＯ
(何れも（株）同仁化学研究所製)の何れかを0.1mM含む5
0mM HEPPSO-NaOH緩衝液(ｐＨ8.2)を第２試液とした。
【００３０】(3)免疫比濁法によるCRP値測定
（測定操作）
日立自動分析装置７２５０形(検体処理能力：１測定項
目の場合で、６００検体／時間)を用いて、以下のよう
に測定を行なった。被検試料10μlと第１試液250μlと
を混合し、37℃で4分間加温した後、主波長340nm、副波
長700nmに於ける吸光度(吸光度Ａとする)を測定した。
更に、これに第２試液50μlを分注し、37℃で5分間反応
させた後、主波長340nm、副波長700nmに於ける吸光度
(吸光度Ｂとする)を測定し、得られた吸光度Ａ及びＢを
下記式に当てはめて、吸光度変化値を求めた。
吸光度変化値＝(吸光度Ｂ)－(２６０／３１０)×(吸光
度Ａ)
尚、測定操作を連続して30回行なった後、該日立自動分
析装置での測定を、被検試料並びに測定用試液をセット
したまま１時間中断した。中断後さらに、同じ被検試料
並びに測定用試液を用いて、上記と同様の操作にて連続
して70回測定を行なった。また、被検試料の代わりに検
量線作成用試料を用いた以外は上記と同じ試液を用い、
上記と同様の測定操作を行い、CRP濃度が0及び5.0mg/dl
のときの吸光度変化を求め、これらの値に基づいて吸光
度変化値とCRP濃度との関係を表す検量線を作製した。
これに被検試料を連続して得られた吸光度変化値をあて
はめて、各測定におけるCRP濃度を算出した。
【００３１】（結果）結果を図１に示す。尚、図１に於
いて、○はアミノホスホン酸無添加の第２試液を用いた
結果を、◇はＥＤＴＰＯ、□はＥＤＤＰＯ、△はＮＴＰ
Ｏをそれぞれ添加した第２試液を用いた結果を夫々示
す。図１から明らかなように、アミノホスホン酸無添加
の第２試液を用いた場合には、160～180検体あたりでＣ
ＲＰの測定値が次第に大きくなり急上昇してピークに達
した後、徐々に下降するという現象が見られる（測定誤
差が山型に増減している）ことが判る。言い換えれば、
この時点で、検体を測定する際に、非特異的濁りが発生
することが判る。これに対して、本発明に係るアミノホ
スホン酸を添加することにより、このような現象を回避
できることが判る。即ち、本発明に係るアミノホスホン
酸化合物の存在下に測定を行うと、自動分析装置の構造
上の何らかの要因に由来する非特異的濁りによる測定へ
の影響を低減させることができ、しかも再現性の良い測
定結果を得ることが出来ることが判る。
【００３２】実施例２．有効濃度の検討
(1)被検試料及び検量線作成用試料
実施例１の（１）と同じ。
(2)測定用試液
①第１試液
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実施例１と同じ。
②第２試液
抗ヒトCRP抗血清(ヤキ゛，和光純薬工業(株)製)3.0mgAb/ml、
0.85w/v％ NaCl、0.3w/v％NaN

3
及びＥＤＴＰＯを所定濃

度含む50mM HEPPSO-NaOH緩衝液(ｐＨ8.2)を第２試液と
した。
(3)免疫比濁法によるCRP値測定
（測定操作）実施例１の(3)と同様の操作によりＣＲＰ
値を求めた。
（結果）結果を表１に示す。尚、表１中の抑制効果につ
いて、非特異的濁りを完全に抑制した場合を○、抑制の
効果があった場合を△、全く効果がなかった場合を×と
した。
表    １

表１の結果から明らかな如く、添加するＥＤＴＰＯの濃
度について、0.01mM以上で非特異的濁りを抑制する効果
が認められ、好ましくは0.1～10mMの範囲であった。
【００３３】実施例３．測定時の緩衝剤及びｐＨによる*
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*影響の検討
(1)被検試料及び検量線作成用試料
実施例１の（１）と同じ。
(2)測定用試液
①第１試液
2.5w/v％ポリエチレングリコール6,000、0.1w/v％ Na
N
3
、及び1.0w/v％ NaClを含む50mM MOPS-NaOH緩衝液をp

H6.0、7.0、8.0に夫々調製したもの、及び50mMCHES-NaO
H緩衝液をpH8.0、9.0、10.0に夫々調製したものを第１
試液とした。
②第２試液
抗ヒトCRP抗血清(ヤキ゛，和光純薬工業(株)製)3.0mgAb/ml、
0.85w/v％ NaCl、0.3w/v％NaN

3
及び0.1mM ＥＤＴＰＯを

含む50mM MOPS-NaOH緩衝液をpH6.0、7.0、8.0に夫々調
製したもの、及び抗ヒトCRP抗血清(ヤキ゛，和光純薬工業
(株)製)3.0mgAb/ml、0.85w/v％ NaCl、0.3w/v％NaN

3
及

び0.1mM ＥＤＴＰＯを含む50mM CHES-NaOH緩衝液をpH8.
0、9.0、10.0に夫々調製したものを第２試液とした。第
１試液と第２試液は、同一緩衝剤種の同じｐＨの試液を
組み合わせた。
(3)免疫比濁法によるCRP値測定
（測定操作）実施例１の(3)と同様の操作によりＣＲＰ
値を求めた。
（結果）結果を表２に示す。尚、表２中の抑制効果につ
いて、非特異的濁りを完全に抑制した場合を○、抑制の
効果があった場合を△、全く効果がなかった場合を×と
した。
【００３４】表  ２

その結果、表２より明らかな如く、アミノホスホン酸化
合物の抑制効果は、用いる緩衝剤の種類及びｐＨに影響
を受けないことが判った。
【００３５】実施例４．Ｃ4の測定

(1)被検試料及び検量線作成用試料
被検試料としてプール血清を用いた。また、生理食塩液
（0.85w/v％ NaCl、C4濃度：0mg/dl）及び「Ｃ3・Ｃ4管
理血清」(Ｃ4表示値24.6mg/dl，和光純薬工業(株)製)
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を、Ｃ4濃度が0及び24.6mg/dlの２点検量線作成用試料
として用いた。
(2)測定用試液
①第１試液
3.0w/v％ポリエチレングリコール6,000、0.1w/v％ Na
N
3
、及び2.0w/v％ NaClを含む50mM HEPPSO-NaOH緩衝液

(pH8.2)を第１試液とした。
②第２試液
抗ヒトC4抗血清(ヤキ゛，和光純薬工業(株)製)2.5mgAb/ml、
0.85w/v％ NaCl、0.3w/v％NaN

3
及びアミノホスホン酸化

合物としてＥＤＴＰＯ、ＥＤＤＰＯ、ＮＴＰＯの何れか
を0.1mM含む50mM HEPPSO-NaOH緩衝液(pH8.2)を第２試液
とした。
(3)免疫比濁法によるＣ4値測定
（測定操作）実施例１の(3)と同様の操作によりＣ4値を
求めた。ただし、被検試料を4μl、第１試薬を300μlと
第２試薬を60μlを混合して測定した。
（結果）結果を図２に示す。尚、図２に於いて、○はア
ミノホスホン酸無添加の第２試液を用いた結果を、◇は
ＥＤＴＰＯ、□はＥＤＤＰＯ、△はＮＴＰＯをそれぞれ
添加した第２試液を用いた結果を夫々示す。図２の結果
から、Ｃ4測定に於いても、試液にアミノホスホン酸化
合物を添加されることにより、非特異的濁りによる測定
への影響を抑制することが出来ることが判る。
【００３６】 *
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*【発明の効果】以上述べたことから明らかな如く、本発
明は、自動分析装置を用いて測定を行なう生体試料中の
微量成分の免疫学的測定法に於いて、測定対象成分を高
精度に再現性よく、迅速且つ簡便に測定することができ
る方法を提供するものであり、本発明を利用することに
より、免疫学的測定用試液中の蛋白成分が自動分析装置
の構造上の何らかの要因により変性して生じる、抗原抗
体反応に起因しない非特異的濁りによる測定値への影響
を抑制或いは低減することができるので目的の測定をよ
り高精度に実施し得る、という効果を奏するものであ
り、斯業に貢献するところ極めて大なる発明である。
【００３７】
【図面の簡単な説明】
【図１】実施例１に於ける測定結果を示す。
【図２】実施例４に於ける測定結果を示す。
【符号の説明】
図１に於いて、○はアミノホスホン酸無添加の第２試液
を用いた結果を、◇はＥＤＴＰＯを添加した第２試液を
用いた結果を、□はＥＤＤＰＯを添加した第２試液を用
いた結果を、△はＮＴＰＯを添加した第２試液を用いた
結果を夫々示す。図２に於いて、○はアミノホスホン酸
無添加の第２試液を用いた結果を、◇はＥＤＴＰＯを添
加した第２試液を用いた結果を、□はＥＤＤＰＯを添加
した第２試液を用いた結果を、△はＮＴＰＯを添加した
第２試液を用いた結果を夫々示す。

【図１】 【図２】
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